
平成１７年（行ケ）第１０３３０号　審決取消請求事件
平成１７年７月１９日判決言渡，平成１７年７月５日口頭弁論終結

　　　　　判　　　　決
　原　告　株式会社伊予エンジニアリング
　訴訟代理人弁理士　安形雄三，五十嵐貞喜
　被　告　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　小曳満昭，杉山務，深沢正志，井出英一郎

　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が不服２００３－２１０８４号事件について平成１６年８月２日にした
審決を取り消す。」との判決。

第２　事案の概要
　本件は，拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事
案である。

　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　原告は，平成１１年１１月９日，平成７年１月１３日に出願した特願平７－
１９８６３号（原原出願）の一部を新たな特許出願（特願平１１－３１８４２８
号，原出願）とし，さらに，平成１２年５月２２日，その一部を「文字情報と画像
情報の合成方法及びシステム」とする新たな特許出願（本件出願。特願２０００－
１４９５３５号）とした。
　(2)　本件出願につき，原告は，平成１５年９月３０日付けの拒絶査定を受けたの
で，同年１０月３０日，拒絶査定に対する審判を請求した（不服２００３－２１０
８４号事件として係属）。
　(3)　特許庁は，平成１６年８月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と
の審決をし，同月２３日，その謄本を原告に送達した。

　２　請求項１に係る発明の要旨（平成１６年６月１４日付け手続補正書による補
正後のもの）
「【請求項１】ネットワークを介して画像を表示したり，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディ
スクを介して画像を表示する第１工程と，
　前記画像上で対象物の場所の指定を促す第２工程と，
　前記画像上において指定された前記対象物の座標情報と利用者が所有する既存デ
ータベースに記憶されている文字情報とを，前記対象物の座標情報に対応させて付
与した管理コードにより対応付けて登録する第３工程と，
　前記対象物を含む画像部を表示すると共に，前記登録された文字情報を前記画像
部と関連付けて合成して表示する第４工程と
を有することを特徴とする文字情報と画像情報の合成方法。」

　３　審決の理由の要旨
　審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，請求項１に係る発明（以下
「本願発明」という。）は，引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるので，特許法２９条２項の規定により特許を受け
ることができない，というものである。

　(1)　引用例記載の発明
　拒絶の理由に引用された，本願の原原出願の日前である平成５年４月１６日に頒
布された特開平５－９４１２９号公報（本訴甲３，以下「引用例１」という。）に
は，次の事項が記載されている。
　ア　「【産業上の利用分野】本発明は，地図情報表示装置に関し，例えばナビゲ
ーション装置に用いて好適なものである。」（引用例１の２頁１欄１５～１７行，



段落【０００１】）
　イ　「地図情報はＣＤ－ＲＯＭに記憶されており，車両の現在位置を含む地図が
このＣＤ－ＲＯＭから読み出されてモニタ上に表示される。この表示地図上には車
両の現在位置も重ねて表示される。ここで車両の現在位置は，ＧＰＳ（Global 
Positioning System），ビーコン，地磁気検出器などを利用して表示地図上におい
て逐次更新されて行く。ユーザは，モニタを見ることにより，車両の現走行位置を
リアルタイムで知ることができる。」（引用例１の２頁１欄２１～２９行，段落
【０００２】）
　ウ　「【０００３】かかるナビゲーション装置には，ユーザによって施設の情報
を登録できる機能が備えられている。かかる施設の情報はメモ情報と称されてい
る。ユーザは表示地図上において，その施設が存在する位置をカーソルによって設
定し，その後その施設の名称などを文字，記号，アルファベットなどで入力するこ
とにより，その施設の位置と内容を装置に登録することができる。ナビゲーション
装置側では，かかるメモ情報の位置および内容を互いに関連付けて装置内のメモリ
に記憶する。そして，ユーザからの表示指令に応じてこのメモリから所望の施設の
位置情報が読み出され，これが識別できるように地図上に表示される。
【０００４】かかるメモ情報の表示には，従来，２通りの表示方法が採用されてい
た。１つは車両の現在位置を中心とした表示方法で，地図表示画面を車両の現在位
置を中心とした地図表示画面に切り替え，この画面上にメモ情報を重ね表示する方
法である。もう１つはメモ情報の施設の位置を中心とした表示方法で，地図表示画
面を施設の位置を中心とした地図表示画面に切り替え，この画面上にメモ情報を重
ね表示する方法である。」（引用例１の２頁１欄３０～４９行，段落【０００３】
～段落【０００４】）
　エ　「【０００８】
【実施例】図１に実施例のブロック図を示す。本実施例は，車載用のナビゲーショ
ン装置に本発明を実施した例である。図において，１はマイクロコンピュータ（マ
イコン）で各部の制御を行う。２は地図情報を記憶したＣＲ－ＲＯＭを再生して所
望の地図情報を取り出す地図再生回路，３は車両の現在位置をＧＰＳ，ビーコン，
地磁気検出器などを利用して検出する現在位置検出回路，４はユーザによる入力に
応答し，所望設備の情報及び地図上におけるその設備の位置を関連づけて記憶する
記憶回路，５は記憶回路４から読み出した情報を一旦記憶するメモリ，６はマイコ
ン１からの信号を受けてＣＲＴ画面上に地図，車両の現在位置あるいはメモリ５に
記憶されたメモ情報を映写する表示装置，７はメモ情報の登録などのためにユーザ
によって操作される入力部である。
【０００９】通常の地図表示は，現在位置検出回路３によって検出された車両の現
在位置に基づき，この現在位置を含む地図に応じた地図情報を地図再生回路２から
読み出し，この地図情報と車両の現在位置情報とから地図上に車両の現在位置が重
ねられた画面を作成して表示装置６上に表示する。かかる地図表示における情報処
理は，既存のナビゲーション装置と同様にして行われる。
【００１０】メモ情報の登録は以下のようにして行う。上記のように所望領域の地
図が表示されている状態において，まず装置本体の入力部７に配されたモード切り
替えキーを操作することにより，装置をメモ情報登録モードに設定する。すると表
示画面は，図３の右側の画面に示すように，表示されていた画面の中心位置にカー
ソルが，下部にタッチパネルとして機能するカーソル移動キー（矢印キー）および
登録キーが付加された表示画面に切り替わる。ユーザは，かかる画面において，カ
ーソル移動キーを操作することによってカーソルを登録したい施設の位置に移動
し，その後，登録キーを操作する。以上の操作によって，登録したい施設の位置が
決定される。尚，かかる施設の位置は，地図上における経度，緯度を示す座標情報
に換算されて登録される。
【００１１】以上の操作が終了すると，表示画面は図３の左側の状態に切り替わ
る。かかる状態においては，表示画面は全てタッチパネルとして機能する。かかる
画面において，ユーザはカーソルキー（矢印キー）を操作することによって文字列
上における文字を選び，“情報”の位置に施設の内容を示す文字を入力する。ここ
で，各文字は，カーソルキーによって文字を選んだ後，文字キーを操作することに
よって入力できる。情報として英数を入力したいときには英数キーを操作し，画面
上に文字列に代えて英数列を表示せしめ，この英数列から所望の英数を選ぶことに
よって行う。このようにして“情報”の入力が終了すると，次にユーザは記号キー
を操作し，施設の位置を表示する際の施設の目印となる記号の入力に移る。かかる



記号キーを操作すると，“記号”の位置に所定の記号が表示される。ユーザは，か
かる記号以外の記号を目印として採用する場合には，カーソルキーの内上下方向の
キーを操作し，“記号”の位置に表示される記号を変更する。かかる記号は，装置
内のメモリ（図示せず）に記号列情報として記憶されており，上下のカーソルキー
の操作によってこの記号列が順方向あるいは逆方向に順番に読み出され
て“記号”の位置に順番に表示される。
【００１２】このようにして“情報”および“記号”の入力が終了すると，ユーザ
は設定キーを操作する。かかる設定キーの操作に応答してメモ情報の位置，内容お
よび記号を示す各情報が図１における記憶回路４に互いに関連づけて記憶される。
かかるメモ情報に関する記憶回路４のメモリマップを図４に示す。同図において，
ｎはメモ情報の登録順序を示す。また座標情報は，前述したように，地図上におけ
る経度，緯度を示すものである。
【００１３】次にメモ情報の表示について説明する。通常の地図表示モードにおい
て，モードの変更をキー入力部７を介して入力すると，表示画面は，図５の右上に
示す画面，即ち表示画面の下部にタッチパネルとして機能するモード変更キーが表
示された画面に切り替わる。メモ情報を表示する場合，ユーザはかかるモード変更
キーからメモキーを選択して操作する。かかるメモキーの操作に応答して表示画面
は，図５の左上の画面，即ちメモ情報のリストを示す画面に切り替わる。かかる表
示画面は，上述した如くして図１の記憶回路４に記憶されたメモ情報を読み出すこ
とによって映写される。ここでメモ情報のリストは，記憶回路４に登録された順番
に映写される。ユーザは，かかるリストから表示したいメモ情報を選択しこれを入
力する。メモ情報の選択の入力は，上記と同様，タッチパネルによって行う。この
ようにしてメモ情報の指定がなされると，対応するメモ情報の施設の位置が地図上
に表示される。かかるメモ情報の表示は，図２のフローチャートに従ってマイコン
１によって実行される。
【００１４】かかるメモ情報の表示について，図２のフローチャートに従って以下
に説明する。上述した操作によりユーザがメモ情報を指定すると，まず指定された
メモ情報が記憶回路４から読み出されメモリ５にストアされる（ステップ１）。同
時に車両の現在位置がメモリ５にストアされる（ステップ２）。次に，指定された
メモ情報に応じた施設の位置（登録地点）が，メモ情報指定前の表示地図上に存在
するか否かが判別され（ステップ３），もし存在していればこの地図上に車両の現
在位置とメモ情報の登録地点が重ねられた画面がモニタ上に表示される（ステップ
７）。一方，指定されたメモ情報の登録位置がメモ情報指定前の表示地図上に存在
しなければ，現在位置と登録地点の間の距離が算出され（ステップ４），かかる距
離に応じて両位置が同一地図上に表示できるか否かが判別される（ステップ５）。
【００１５】ここで，現在位置と登録地点が同一地図上に表示できるか否かは，メ
モ情報指定前に表示されていた地図の縮尺に従って判別する。即ち，かかる縮尺に
おいては，画面上に表示できる２地点間の最大距離は長方形の表示画面上における
対角線の距離であるが，前記現在位置と登録地点間の距離がかかる対角線の距離を
越えていれば，この２地点を同一地図上に表示することはできない。従ってこの場
合には，ステップ５においてＮＯと判別する。かかる場合には，登録地点が中心位
置となるような地図に表示地図を変更する（ステップ６ｂ）。一方，現在位置と登
録地点間の距離が前記対角線の距離を越えていなければ，これら２地点が画面上に
表示できるような地図に表示地図を変更する（ステップ６ａ）。ここで，これら２
地点間の距離が前記対角線の距離に近いときには，表示地図を適当にスクロールし
て，２地点がかかる対角線上にほぼ並ぶような表示地図に変更する。
【００１６】このようにして表示地図の変更が行われると，この地図上に車両の現
在位置とメモ情報の登録地点を重ね（ただしステップ６ｂを経由した場合には車両
の現在位置は地図上に重ねられない），これをモニタ上に表示する（ステップ
７）。図５において，右下の画面は，ステップ３においてＹＥＳと判別された場合
の表示画面の一例を示し，左下の画面はステップ５においてＮＯと判別された場合
の表示画面の一例を示す図である。
【００１７】以上，本発明の実施例について説明したが，本発明はかかる実施例に
限定されるものではなく，他に種々の変更が可能である。例えば上記実施例におい
ては，車両の現在位置とメモ情報の登録地点とが同一の地図上に表示できない場合
にはメモ情報の登録地点を地図の中心位置において表示するようにしたが，かかる
場合に，表示地図の縮尺を適宜切り替えれるようになし，これにより２地点を同時
に表示できる最大縮尺の地図上において２地点をモニタできるようにすれば，ユー



ザはかかる表示の切り替えによって車両の現在位置と登録地点の位置関係を大まか
に知ることができるようになる。」（引用例１の２頁２欄２７行～４頁５欄１３
行，段落【０００８】～【００１７】）
　この記載事項によると，引用例１には，
「各部の制御を行うマイクロコンピュータ（マイコン）１と，地図情報を記憶した
ＣＤ－ＲＯＭを再生して所望の地図情報を取り出す地図再生回路２と，車両の現在
位置を検出する現在位置検出回路３と，ユーザによる入力に応答し，所望設備の情
報及び地図上におけるその設備の位置を関連づけて記憶する記憶回路４と，記憶回
路４から読み出した情報を一旦記憶するメモリ５と，マイコン１からの信号を受け
てＣＲＴ画面上に地図，車両の現在位置あるいはメモリ５に記憶されたメモ情報を
映写する表示装置６と，メモ情報の登録などのためにユーザによって操作される入
力部７とから構成される車載用のナビゲーション装置において，
　通常の地図表示は，現在位置検出回路３によって検出された車両の現在位置に基
づき，この現在位置を含む地図に応じた地図情報を，地図情報を記憶したＣＤ－Ｒ
ＯＭを再生して所望の地図情報を取り出す地図再生回路２から読み出し，この地図
情報と車両の現在位置情報とから地図上に車両の現在位置が重ねられた画面を作成
して表示装置６上に表示され，
　メモ情報を登録するときには，所望領域の地図が表示されている状態において，
まず装置本体の入力部７に配されたモード切り替えキーを操作して，装置をメモ情
報登録モードに設定し，表示画面を，カーソル移動キー（矢印キー）および登録キ
ーが付加された表示画面に切り替え，ユーザは，かかる画面において，カーソル移
動キーを操作することによってカーソルを登録したい施設の位置に移動し，登録キ
ーを操作することによって，登録したい施設の位置が地図上における経度，緯度を
示す座標情報に換算されて登録され，以上の操作が終了すると，画面において，ユ
ーザはカーソルキーを操作することによって文字列上における文字を選び，“情
報”の位置に施設の内容を示す文字を入力する，そして，“情報”の入力が終了す
ると，次にユーザは記号キーを操作し，施設の位置を表示する際の施設の目印とな
る記号の入力を行う，このようにして“情報”および“記号”の入力が終了する
と，ユーザは設定キーを操作し，かかる設定キーの操作に応答してメモ情報の位
置，内容および記号を示す各情報が記憶回路４に互いに関連づけて登録順序番号を
付けて記憶され，
　メモ情報の表示については，通常の地図表示モードにおいて，モードの変更をキ
ー入力部７を介して入力すると，表示画面は，表示画面の下部にタッチパネルとし
て機能するモード変更キーが表示された画面に切り替わり，ユーザはかかるモード
変更キーからメモキーを選択して操作すると，メモキーの操作に応答して表示画面
は，メモ情報のリストを示す画面に切り替わり，ユーザは，かかるリストから表示
したいメモ情報を選択しこれを入力する，このようにしてメモ情報の指定がなされ
ると，対応するメモ情報の施設の位置が地図上に表示され，その表示は，指定され
たメモ情報に応じた施設の位置（登録地点）が，メモ情報指定前の表示地図上に存
在するか否かに応じて，もし存在していればこの地図上に車両の現在位置とメモ情
報の登録地点が重ねられた画面がモニタ上に表示され，存在しなければ，登録地点
が中心位置となるような地図に表示地図を変更して表示される等の表示制御される
ことを特徴とする地図情報表示装置。」
の発明（以下「引用例１記載の発明」という。）が記載されていると認められる。
　(2)　対比
　本願発明と引用例１記載の発明を対比すると，
　引用例１のものは，地図情報を記憶したＣＤ－ＲＯＭを再生して，ＣＲＴ画面上
に地図を表示しているから，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する
工程を有しており，
　引用例１の施設の登録について，ユーザは，画面において，カーソル移動キーを
操作することによってカーソルを登録したい施設の位置に移動して登録操作を行っ
ているから，画像上で対象物を指定する工程を有しており，
　引用例１では，登録したい施設の位置が地図上における経度，緯度を示す座標情
報に換算されて登録され，その操作の終了後に，登録したい施設の文字情報，記号
の入力が行われ，施設の位置，内容および記号を示す各情報が記憶回路にお互いに
関連づけ登録順序番号を付けて記憶されているから，画像上において指定された対
象物の座標情報と文字情報とを，対応付けて登録する工程を有しており，
　引用例１では，メモ情報の登録地点が記号により画面モニタ上に表示されている



から，記号も登録された情報であるから，対象物を含む画像部を表示すると共に，
登録された情報を画像部と関連付けて合成して表示する工程を有しており，
　また，引用例１記載の発明は装置として表現されているが，これを方法として表
現し得ることは自明のことであって，単なる表現上の問題にすぎないから，
両者は次の点で一致し，
（一致点）
「ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する第１工程と，
　前記画像上で対象物の場所の指定する第２工程と，
　前記画像上において指定された前記対象物の座標情報と文字情報とを，対応付け
て登録する第３工程と，
　前記対象物を含む画像部を表示すると共に，前記登録された情報を前記画像部と
関連付けて合成して表示する第４工程と
を有することを特徴とする情報の合成方法。」
次の各点で相違する。
（相違点）
（相違点１）
　第１工程において，本願発明は，ネットワークを介して画像を表示したりと記載
されているのに対して，引用例１では，この点については記載されていない点。
（相違点２）
　第２工程において，本願発明は，画像上で対象物の場所の指定を促す第２工程と
記載されているのに対して，引用例１には促すとは記載されていない点。
（相違点３）
　第３の工程で，本願発明では，画像上において指定された前記対象物の座標情報
と利用者が所有する既存データベースに記憶されている文字情報とを，前記対象物
の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録するのに対し
て，引用例１では，ユーザが文字情報をカーソルキーを用いて入力し，設定キーの
操作に応答して登録したい施設の位置，内容および記号を示す各情報を互いに関連
づけて登録順序番号を付けて記憶している点。
（相違点４）
　本願発明では，対象物を含む画像部を表示すると共に，登録された文字情報を画
像部と関連付けて合成して表示するのに対して，引用例１では，表示地図上に登録
施設の記号は示されているが，文字情報は表示されていない点。
（相違点５）
　本願発明は，文字情報と画像情報の合成方法であるのに対して，引用例１は，地
図情報表示装置である点。
　(3)　審決の判断
　上記相違点について検討すると，
（相違点１）について
　ネットワークを介して画像を表示することは，本願発明では，「ネットワークを
介して画像を表示したり，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する」
と記載されている。したがって，本願発明は，ネットワークを介して画像を表示す
るだけに限定されておらず，引用例１では，ＣＤ－ＲＯＭの光ディスクを介して画
像を表示しているので，この点は相違点になり得ない。たとえなったとしても，ネ
ットワークを介して画像を得てそれを表示することは周知のことである。
（相違点２）について
　「促す」とは，本願発明の基となる原原出願（特願平７－１９８６３号），及び
原出願（特願平１１－３１８４２８号）の出願当初の明細書には記載されていない
ことであり，また，本願の発明の詳細な説明にも具体的な記載はないので，通常の
意味の「促す」が単に挿入されたものと認められる。一般的に，情報処理装置に入
力する場合において，音声あるいは表示画面上において入力を促すようにすること
は周知慣用のことであるから，本願発明のように場所の指定を促すようにすること
は当業者ならば，容易に考えられることである。
（相違点３）について
　「利用者が所有する既存データベースに記憶されている文字情報とを，前記対象
物の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録する」につい
て，本願の発明の詳細な説明には，既存データベースに記憶されている文字情報
と，対象物の座標情報との対応付けについては，「入力装置１を介してユーザデー
タベースＤＢ等から入力された文字情報は，中央処理部３内の文字情報登録手段３



２によって情報記憶部４内の文字情報記憶部４２に登録される。」と記載されてい
るように，データベースＤＢ等から入力された文字情報を文字情報登録手段３２に
よって文字情報記憶部４２に登録していることが記載されている。
　また，その，既存のデータベースからの文字情報の入力について，原原出願（特
願平７－１９８６３号）においては，その段落【００１３】に「入力装置１を介し
てユーザデータベースＤＢ等から入力された文字情報は，文字情報登録手段３２に
よって情報記憶部４内の文字情報記憶部４２に登録される。」と記載されているの
みであり，入力の方法については格別示唆されているわけではない。
　一般的に，文字情報を入力するに当たり，１文字ずつ文字入力して文字列を作成
する代わりに，既に作成された文書ファイル等からなるデータベース上にある文字
列データを用いて，例えば，コピーして貼り付けること等により簡単に文字データ
を入力することは，日常的に行われていることであること等を考慮すると，引用例
１においても，文字入力するにあたり，カーソルキーにより文字を入力するに代え
て，既存のデータベースに記憶されている文字情報を用いて，その文字情報をコピ
ーして貼り付けるなどの入力方法により入力するようにすることは当業者が容易に
考えられることである。
　また，管理コード等により各種情報を対応付けて登録することも慣用手段であ
る。
　したがって，引用例１のものにおいて，画像上において指定された登録したい施
設の座標情報を文字情報と対応して登録するときに，既存データベースに記憶され
ている文字情報を用いて，その文字情報とを，対象物の座標情報に対応させて付与
した管理コードにより対応付けて登録するようにすることは当業者が容易に考えら
れることである。
（相違点４）について
　ディスプレイに表示された地図上に施設の名前等の文字情報を表示することはよ
く行われていることであるから，引用例１においても，表示地図上に登録施設の記
号が表示されているが，これに代えて，登録施設の文字情報を表示することは当業
者が容易に考えられることである。
（相違点５）について
　上述したように，装置として表現されている発明を，方法として表現し得ること
は自明のことであって，単なる表現上の問題にすぎず，また，文字情報と画像情報
の合成についても，上述したように文字情報を入力することは容易に考えられるこ
とであるから，発明を文字情報と画像情報の合成方法とすることに困難性はない。
　(4)　審決のむすび
　したがって，本願発明は，引用例１に記載された発明に基いて当業者が容易に発
明をすることができたものであるので，特許法２９条２項の規定により特許を受け
ることができない。

第３　当事者の主張の要点
　１　原告主張の審決取消事由
　審決は，本願発明と引用例１記載の発明との基本的な相違を看過し，かつ，各相
違点の認定判断を誤ったものであるから，取り消されるべきである。
　(1)　取消事由１（基本的な相違の看過）
　審決は，「本願発明は，引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものである」と判断した。
　ア　本願発明は，第１工程ないし第４工程を総合的に融合したことに特徴がある
が，その中でも，特に第３工程に大きな特徴がある。第３工程の「前記画像上にお
いて指定された前記対象物」とは，第１工程において表示された画像，すなわち，
ネットワークを介して表示された画像やＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して表示
された画像であり，「前記対象物の座標情報」とは，第２工程において，前記画像
上で指定された対象物の場所を示す座標情報である。また，「既存データベース」
とは，本願図面の図１に示されるように，地図検索システム等のコンピュータシス
テムが持つデータベースから独立した外部のユーザデータベースである。このよう
に，本願発明は，ネットワークを介して表示された画像上やＣＤ－ＲＯＭ等の光デ
ィスクを介して表示された画像上において指定された対象物の座標情報と，地図検
索システム等のコンピュータシステムが持つデータベースから独立した外部のユー
ザデータベースに記憶されている文字情報とを，画像上において指定された対象物
の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録する第３工程を



具備し，これによって，外部の既存データベースとの連携を実現して
いる。
　これに対し，引用例１記載の発明は，本願明細書（甲２の４，１０）において，
従来技術として説明されている分野に属するものであり，段落【０００２】の地図
システム又は段落【０００３】のＦＭ（Facility Management)の技術に相当し，段
落【０００４】のナビゲーション・システムに応用されたものであって，外部のデ
ータを考慮したものではない。引用例１記載の発明は，文字と地図との関連づけを
示してはいるが，そのデータは，文字キーで入力するもの以外は全てシステムが有
する内部データであり，システム内のコンピュータマッピングを示すもの（１シス
テム１データ）であって，上記のような第３工程を開示していない点で，本願発明
と基本的に相違する。
　イ　本願発明は，本願明細書の段落【０００７】に記載されているように，地
図，設計図，各種構造物の構造図などの図形や画像の任意位置に対して，利用者の
各種データベースの情報を関連付けて付加することができる情報化社会にマッチし
た文字情報と画像情報の合成方法及びシステム，さらには，付加した文字情報を検
索キーとして画像上の位置を検索し，所望の画像部分を表示できる文字情報と画像
情報の合成方法及びシステムを提供することを目的とし，段落【００３４】に記載
されているように，画像の任意位置に対して，利用者の情報を登録して管理するこ
とができ，利用者が持っている情報を有効利用でき，利用者の設定情報をキーとし
て該当の場所を検索する情報検索システムを容易に構築することができ，さらに，
他のアプリケーションシステムの全てのデータベース（利用者の各種データベー
ス）との連携を図ることができるという作用効果を奏する。
　これに対し，引用例１記載の発明は，引用例１（甲３）の段落【０００４】，
【０００５】に記載されているように，地図表示装置において，従来装置では地図
表示画面を車両の現在位置を中心とした地図表示画面に切り替えたときに，メモ情
報の施設の位置が表示画面からはみ出して表示できなくなることがあったり，逆に
メモ情報の施設の位置を中心とした地図表示画面に切り替えると，車両の現在位置
が表示画面からはみ出して表示できなくなってしまう問題を解決することを目的と
し，その結果，段落【００１８】に記載されているように，現在位置と所望施設の
位置関係に応じて登録地点の表示の仕方をユーザにとって好ましいものに切り替え
ることができるようになったというものである。
　ウ　以上のように，本願発明と引用例１記載の発明とでは，基本的思想や目的
（課題）が全く相違し，その結果，作用効果も著しく相違するのであって，本願発
明は，引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができ
ないから，審決の判断は，誤りである。

　(2)　取消事由２（各相違点の認定判断の誤り）
　ア　相違点１について
　審決は，「ネットワークを介して画像を表示することは，本願発明では，「ネッ
トワークを介して画像を表示したり，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を
表示する」と記載されている。したがって，本願発明は，ネットワークを介して画
像を表示するだけに限定されておらず，引用例１では，ＣＤ－ＲＯＭの光ディスク
を介して画像を表示しているので，この点は相違点になり得ない。」と認定判断し
た。
　(ｱ)　本願発明は，光ディスクのほかに，ネットワークからの画像を表示できるこ
と，すなわち，光ディスクとネットワークからの画像の両方を表示できることに新
規性がある。そして，ネットワークを介することによって，例えば外部データベー
スとの連携も可能であるといった大きなメリットがあるのである。
　(ｲ)　したがって，工程の一部に，引用例１記載の発明に開示された「ＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の光ディスクを介して画像を表示する」ことが含まれているとしても，このこ
とによって，その斬新性が失われることはないから，「相違点になり得ない。」と
認定判断した審決は，誤りである。

　イ　相違点２について
　審決は，「本願発明は，画像上で対象物の場所の指定を促す第２工程と記載され
ているのに対して，引用例１には促すとは記載されていない点。」を相違点２と認
定し，「一般的に，情報処理装置に入力する場合において，音声あるいは表示画面
上において入力を促すようにすることは周知慣用のことであるから，本願発明のよ



うに場所の指定を促すようにすることは当業者ならば，容易に考えられることであ
る。」と判断した。
　(ｱ)　引用例１記載の発明の「登録したい施設の位置」は，引用例１の段落【００
１０】に記載され，図３に示されているように，「点」であるのに対し，本願発明
の「対象物の場所」は，本願明細書の段落【００１６】，【００１７】に記載さ
れ，本願図面の図５及び図６に示されているように，「点」のみならず，広がりを
有する「領域」をも含むものであって，本願発明と引用例１記載の発明とは，この
点において相違している。
　(ｲ)　したがって，第２工程において，「促す」という言葉の有無のみを相違点と
認定し，これについて判断した審決は，誤りである。

　ウ　相違点３について
　審決は，「引用例１のものにおいて，画像上において指定された登録したい施設
の座標情報を文字情報と対応して登録するときに，既存データベースに記憶されて
いる文字情報を用いて，その文字情報とを，対象物の座標情報に対応させて付与し
た管理コードにより対応付けて登録するようにすることは当業者が容易に考えられ
ることである。」と判断した。
　(ｱ)　引用例１記載の発明は，「入力した文字情報のみの関連付け」を対象として
いるのに対し，本願発明は，本願明細書の段落【００２７】の記載からみて，「検
索キーを介して，対象物の位置・領域と既存のユーザデータベースＤ１を関連付け
て登録している」のであって，入力した文字情報の関連付けのみならず，「データ
ベースとの関連付け」を対象としている。
　(ｲ)　引用例１記載の発明は，地図の位置（ポイント）に対し文字情報（メモ）を
追加するという内容になっており，Ｘ座標（経度）の数値，Ｙ座標（緯度）の数
値，メモの文字列の構造を記録することによって実現することができる。しかしな
がら，本願発明は，領域（空間データ）に対し文字列を登録するので，単純にＸＹ
座標と文字列の構造を記録しても，空間データに辿りつくことはできない。本願発
明は，対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードを用いて文字情報との対
応付けを行っているが，引用例１には，そのような管理コードは開示されておら
ず，記号が示されているのみである。
　被告が援用する乙１ないし４にそれぞれ記載されている「識別子」，「電話番
号」，「住所漢字コード」及び「識別コード」は，いずれも，実在する値又はユー
ザが意図的に入力した値との連携を図るものであり，ここに示されているような値
を使用すれば，文字情報との連携については想到し得る可能性があるとしても，本
願発明における管理コードの連携の対象は領域であるのに，乙１ないし４には，領
域を連携させるものは開示されていない。
　(ｳ)　したがって，本願発明における既存データベースとの連携は，引用例１記載
の発明における入力の対応付けと基本的に相違し，また，本願発明における管理コ
ードによる対応付けは，引用例１記載の発明における登録と相違するから，本願発
明は，当業者が容易に想到し得るものではなく，審決の判断は誤りである。

　エ　相違点４について
　審決は，「引用例１においても，表示地図上に登録施設の記号が表示されている
が，これに代えて，登録施設の文字情報を表示することは当業者が容易に考えらる
ことである。」と判断した。
　(ｱ)　引用例１記載の発明は，地図上に登録施設の記号を表示するのみで，文字情
報を表示するようにはなっていない。これに対し，本願発明は，登録された文字情
報を画像部と関連付けて合成して表示するが，その文字情報は，第３工程で登録さ
れた既存データベースからの文字情報であり，記号を単に文字に変換したような文
字情報とは異なる。
　また，引用例１記載の発明は，登録対象が点であるから，地図の位置を即座に判
断することができるのに対し，本願発明は，登録対象が領域（空間データ）である
から，文字列→管理コード→座標情報アドレス→座標情報という処理経路を通り，
関連付けられた文字列の場所を判断する必要がある。
　(ｲ)　したがって，引用例１において，記号に代えてその文字情報を表示すること
は，当業者が容易に考えられることではないから，審決の判断は誤りである。

　オ　相違点５について



　審決は，「装置として表現されている発明を，方法として表現し得ることは自明
のことであって，単なる表現上の問題にすぎず，また，文字情報と画像情報の合成
についても，上述したように文字情報を入力することは容易に考えられることであ
るから，発明を文字情報と画像情報の合成方法とすることに困難性はない。」と判
断した。
　(ｱ)　引用例１記載の発明は，上記(1)イで主張した目的を達成するためのもので
あって，引用例１の図２に示されているフローチャートは，その目的達成のための
方法（地図表示画面の切替え）を示しているにすぎず，本願発明に関連する第１工
程ないし第４工程を示しているものではない。また，本願発明の文字情報は，既存
データベースに記憶されたもので，引用例１記載の発明に示される手法で入力され
た文字情報ではないし，本願発明のように領域（空間データ）に登録するのは，引
用例１記載の発明のように地図の位置に点で登録するのに比べ，技術的にみて，は
るかに困難である。
　(ｲ)　特許法は，「物」の発明と「方法」の発明を明確に区別しており，単なる表
現上の問題にすぎないとする根拠はない。審決がいうように，物の発明に方法の発
明が全て含まれるとするのであれば，方法の発明を特許化する意義はなくなってし
まう。
　(ｳ)　したがって，審決の判断は誤りである。

　２　被告の反論
　審決に誤りはなく，原告主張の審決取消事由は理由がない。
　(1)　取消事由１（基本的な相違の看過）に対して
　ア　審決は，第３工程における本願発明と引用例１記載の発明との相違点を，相
違点３として挙げてその容易想到性について判断しているのであり，後記(2)ウのと
おり，その判断にも誤りはない。
　なお，原告が主張する「地図検索システム等のコンピュータシステムが持つデー
タベースから独立した外部のユーザデータベースに記憶されている文字情報とを，
画像上で指定された対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応
付けて登録する第３工程」は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
　イ　引用例１の段落【０００４】，【０００５】に，原告が１(1)イで主張するよ
うな発明の目的が記載されているが，審決が引用した発明は，画像上の対象物の座
標情報と文字情報とを，対応付けて登録し，対象部を含む画像を表示するととも
に，登録された情報を画像と関連付けて表示するというものであり，本願発明の作
用効果は，当業者であれば引用例１のこの構成から予測できる範囲内のものであ
る。
　ウ　したがって，本願発明は，引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容
易に発明をすることができるものであるから，審決の判断に誤りはない。

　(2)　取消事由２（相違点の判断の誤り）に対して
　ア　相違点１について
　本願発明の第１工程において，ネットワークを介して画像を表示することとＣＤ
－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示することとは，「又は」の関係にあ
り，そうであれば，審決が「引用例１では，ＣＤ－ＲＯＭの光ディスクを介して画
像を表示しているので，この点は相違点になり得ない。」と判断したことに誤りは
ない。

　イ　相違点２について
　「対象物の場所」には，対象物の「点」，「領域」，「位置」，「座標」等が含
まれるが，特許請求の範囲には，単に「対象物の場所の指定を促す」と記載されて
いるだけで，原告が主張するように，「点」のみならず，広がりを有する「領域」
をも含むことは記載されていない。そして，引用例１記載の発明における，登録し
たい施設の位置にカーソルを移動する際の「施設の位置」が，本願発明の「対象物
の場所」に該当することは明らかである。
　原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，失当である。

　ウ　相違点３について
　(ｱ)　本願発明の特許請求の範囲には，第３工程として，「・・・座標情報と利用
者が所有する既存データベースに記憶されている文字情報とを，・・・登録する」



と記載され，また，本願明細書には，特に，本願発明のブロック図である図１及び
その説明個所である段落【００１３】には，ユーザデータベースＤＢから入力装置
１を介して文字情報を入力し，文字情報登録手段３２により文字情報記憶部４２に
登録することが記載されているが，「データベースとの関連付け」を対象とするこ
とについては記載されていないから，原告の主張は，特許請求の範囲や本願明細書
の記載に基づかないものである。
　(ｲ)　また，本願発明の特許請求の範囲には，領域（空間データ）に対して文字列
を登録することも，管理コードが空間データと文字情報を関連付けることも記載さ
れていない。
　確かに，引用例１には，図４のメモリマップに，座標情報と関連付けてメモ情報
の内容及び記号を記憶回路４に記憶することが記載されているものの，管理コード
を用いることは記載されていない。しかし，データベースにおいて，構成するファ
イルやテーブルを適宜複数に分割して，管理コード等により各種情報を対応付けて
登録することは，乙１ないし４に記載されているように，周知の技術であり，例え
ば，図４のメモリマップを分割し，座標情報と管理コードとを関連付け，さらに，
管理コードとメモ情報の内容及び記号とを関連付けるように構成することは，当業
者が適宜採用する事項である。
　(ｳ)　したがって，その文字情報を，対象物の座標情報に対応させて付与した管理
コードにより対応付けて登録するようにすることは当業者が容易に考えられること
であるから，審決の判断に誤りはない。

　エ　相違点４について
　引用例１記載の発明は，図５に，モード変更キーが表示された画面において，メ
モキーを操作すると，メモリ情報のリストを示す画面に切り替わり，表示したいメ
モ情報を選択すると，対応するメモ情報の施設の位置が表示されることが示されて
いるが，地図上に説明のための文字情報を併せて表示することは，通常行われてい
ることであるから，引用例１記載の発明においても，表示装置が文字情報を表示す
るのに十分な精度を有していれば，メモ情報に対応する記号に代えて，文字情報で
あるメモ情報自体を表示するようにすることは，当業者が容易に考えることであ
る。
　したがって，審決の判断に誤りはない。

　オ　相違点５について
　引用例１の段落【００１０】ないし【００１２】にはメモ情報の登録について記
載され，段落【００１３】にはメモ情報の表示について記載されているところ，引
用例１記載の発明は，方法の要素を含むものであって，「方法の発明」としても認
定できるものである。
　したがって，審決の判断に誤りはない。

第４　当裁判所の判断
　１　取消事由１（基本的な相違の看過）について
　(1)　本願発明が，第３工程を具備することにより，外部の既存データベースとの
連携を実現していることについて
　ア　本願発明について
　(ｱ)　請求項１には，「前記画像上において指定された前記対象物の座標情報と利
用者が所有する既存データベースに記憶されている文字情報とを，前記対象物の座
標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録する第３工程」と記
載されているが，この記載からは，「外部の既存データベースとの連携」を実現す
る工程が明らかでない。
　(ｲ)　そこで，発明の詳細な説明をみるのに，本願明細書（甲２の４，１０）に
は，次の記載がある。
　「【００１３】利用者は，作画して指定した場所に対し，その場所を管理するた
めの任意の文字情報を入力装置１から入力する。入力装置１を介してユーザデータ
ベースＤＢ等から入力された文字情報は，中央処理部３内の文字情報登録手段３２
によって情報記憶部４内の文字情報記憶部４２に登録される。登録された図形情報
と文字情報との対応は，情報記憶部４内の管理テーブル４３に登録されて管理され
る。上記文字情報は，一つの場所に対して複数登録することができ，また，複数の
場所に対して同一の文字情報を登録することもできる。」



　「【００１８】続いて，利用者は，該当の場所Ｐ１に関連する文字情報の登録指
示を行なう。図７は，関連情報をキーボード等から直接入力する場合の登録画面の
一例を示しており，登録したい関連情報（＝検索キー情報：本発明では，文字情報
が場所Ｐ１の検索キーとなる）を，表示部２ａ内のテキストボックスＷａの中に入
力する。関連情報としては，例えば地図の当該部分Ｐ１の住所を示す文字列「～町
～丁目ｘｘｘ」や顧客情報等，その場所を管理するための情報を表わす任意の文字
列を入力する。同図において，図形Ｇ１に対する検索キーＫＥＹＧ１２を入力した
後，追加ボタンを指示すると，検索キーＫＥＹＧ１２が登録され，図形Ｇ１に対す
る登録済み検索キー情報一覧を示す表示ウインドウＷｂ内（同図では，ＫＥＹＧ１
１が既に登録済みの状態）に追加表示される（ステップＳ１４）。」
　「【００１９】関連情報が入力され，利用者により登録指示がされると，文字情
報登録手段３２では，該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない，文字情報
を文字情報記憶部４２に登録する。図８は，情報記憶部４の構成例を示しており，
管理テーブル４３は，図形情報記憶部４１に登録されている各図形情報の管理情報
と，文字情報記憶部４２に登録されている文字情報群のリンク情報とから構成され
る。」
　(ｳ)　これらの記載によれば，本願発明において，既存データベースとの関連付け
は，既存データベースに登録されている文字情報を，キーボード等の入力装置を用
いて入力し，文字情報記憶部に登録して図形情報との対応付けを行うことによっ
て，されるものであると認められる。
　イ　引用例１記載の発明について
　(ｱ)　引用例１（甲３）には，次の記載がある。
　「【００１０】メモ情報の登録は以下のようにして行う。上記のように所望領域
の地図が表示されている状態において，まず装置本体の入力部７に配されたモード
切り替えキーを操作することにより，装置をメモ情報登録モードに設定する。する
と表示画面は，図３の右側の画面に示すように，表示されていた画面の中心位置に
カーソルが，下部にタッチパネルとして機能するカーソル移動キー（矢印キー）お
よび登録キーが付加された表示画面に切り替わる。ユーザは，かかる画面におい
て，カーソル移動キーを操作することによってカーソルを登録したい施設の位置に
移動し，その後，登録キーを操作する。以上の操作によって，登録したい施設の位
置が決定される。尚，かかる施設の位置は，地図上における経度，緯度を示す座標
情報に換算されて登録される。」
　「【００１１】以上の操作が終了すると，表示画面は図３の左側（「右側」とあ
るのは誤記と認める。）の状態に切り替わる。かかる状態においては，表示画面は
全てタッチパネルとして機能する。かかる画面において，ユーザはカーソルキー
（矢印キー）を操作することによって文字列上における文字を選び，“情報”の位
置に施設の内容を示す文字を入力する。ここで，各文字は，カーソルキーによって
文字を選んだ後，文字キーを操作することのよって入力できる。情報として英数を
入力したいときには英数キーを操作し，画面上に文字列に代えて英数列を表示せし
め，この英数列から所望の英数を選ぶことによって行う。このようにして“情報”
の入力が終了すると，次にユーザは記号キーを操作し，施設の位置を表示する際の
施設の目印となる記号の入力に移る。かかる記号キーを操作すると，“記号”の位
置に所定の記号が表示される。ユーザは，かかる記号以外の記号を目印として採用
する場合には，カーソルキーの内上下方向のキーを操作し，“記号”の位置に表示
される記号を変更する。かかる記号は，装置内のメモリ（図示せず）に記号列情報
として記憶されており，上下のカーソルキーの操作によってこの記号列
が順方向あるいは逆方向に順番に読み出されて“記号”の位置に順番に表示され
る。」
　「【００１２】このようにして“情報”および“記号”の入力が終了すると，ユ
ーザは設定キーを操作する。かかる設定キーの操作に応答してメモ情報の位置，内
容および記号を示す各情報が図１における記憶回路４に互いに関連づけて記憶され
る。かかるメモ情報に関する記憶回路４のメモリマップを図４に示す。同図におい
て，ｎはメモ情報の登録順序を示す。また座標情報は，前述したように，地図上に
おける経度，緯度を示すものである。」
　(ｲ)　これらの記載によれば，引用例１記載の発明のメモ情報も，本願発明と同様
に，入力装置を用いて入力され，記憶回路に登録して図形情報との対応付けがとら
れるものであると認められる。
　ウ　そうであれば，本願発明の「既存データベースとの関連」と引用例１記載の



発明の「文字情報の登録」とは，入力装置を用いて入力し，記憶部に登録して図形
情報との対応付けをとるという点で一致するものであり，本願発明における文字情
報は，単に，既存データベースに格納されていた情報であるというにすぎないか
ら，本願発明と引用例１に記載された発明とが基本的に相違するということはでき
ない。

　(2)　本願発明の目的及び作用効果について
　ア　本願発明と引用例１に記載された発明とは，審決が認定するように，「ＣＤ
－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する第１工程と，前記画像上で対象物
の場所の指定する第２工程と，前記画像上において指定された前記対象物の座標情
報と文字情報とを，対応付けて登録する第３工程と，前記対象物を含む画像部を表
示すると共に，前記登録された情報を前記画像部と関連付けて合成して表示する第
４工程とを有することを特徴とする情報の合成方法。」である点で一致しているか
ら（このことは，原告も争わない。），いずれも，第１ないし第４工程を有し，特
に第３工程において，画像上の対象物の座標情報と文字情報とを対応付けて登録す
るというものである。
　イ　そうであれば，本願明細書の段落【０００７】に記載されている本願発明の
目的，段落【００３４】に記載されている本願発明の作用効果は，本願発明におけ
る文字情報が既存データベースに格納されていた情報であるという点を除き，引用
例１記載の発明にも共通して存在するものであるということができる。そして，本
願発明における文字情報が既存データベースに格納されていた情報であるという点
は，上記(1)ウのとおり，引用例１記載の発明との基本的な相違ではない。

　(3)　したがって，本願発明と引用例１記載の発明とは，基本的思想や目的（課
題）が相違するものではなく，また，作用効果も相違するものではないから，原告
主張の審決取消事由１は，理由がない。

　２　取消事由２（相違点の認定判断の誤り）について
　(1)　相違点１について
　ア　請求項１には，「ネットワークを介して画像を表示したり，ＣＤ－ＲＯＭ等
の光ディスクを介して画像を表示する第１工程」と記載され，これによれば，表示
される画像は，ネットワークを介して取得されるものか，又は，ＣＤ－ＲＯＭ等の
光ディスクを介して取得されるものであって，そのどちらでもよいと解されるか
ら，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する引用例１記載の発明との
差異は，実質的にないといわなければならない。
　イ　原告は，本願発明は，光ディスクのほかに，ネットワークからの画像を表示
できること，すなわち，光ディスクとネットワークからの画像の両方を表示できる
ことに新規性があり，工程の一部に，「ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像
を表示する」ことが含まれているとしても，このことによって，その斬新性が失わ
れることはないから，相違点になり得ないとした審決の判断は誤りであると主張す
る。
　しかし，装置などの「物」の発明において，ネットワークを介して画像を表示す
る機能とＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示する機能の２つの機能を
持つことは，どちらか一方の機能しか持たないこととの相違点となるということが
できるとしても，本願発明の合成方法においては，ネットワークを介しての画像表
示と光ディスクを介しての画像表示とが同時に行われることはなく，どちらか一方
のみが行われるものであって，ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを介して画像を表示し
た場合には，引用例１記載の発明と同じになるから，相違点にはなり得ない。
　ウ　したがって，審決の判断に誤りはなく，相違点１に係る取消事由２は，理由
がない。

　(2)　相違点２について
　ア　請求項１には，「前記画像上で対象物の場所の指定を促す第２工程」と記載
されているだけであり，「対象物の場所」としての特段の限定はない。
　イ　原告は，本願発明の「対象物の場所」は，本願明細書の段落【００１６】，
【００１７】に記載され，本願図面の図５及び図６に示されているように，「点」
のみならず，広がりを有する「領域」をも含むと主張する。しかし，請求項１にお
ける「対象物の場所」として，広がりを有する「領域」に限定されるとするならば



ともかく，「対象物の場所」について，引用例１記載の発明との間で相違するとこ
ろがあるということはできない。
　ウ　したがって，本願発明の「対象物の場所」の構成において，本願発明と引用
例１記載の発明とが相違しているということはできないから，審決の相違点２につ
いての認定に誤りはなく，相違点２に係る取消事由２は，理由がない。

　(3)　相違点３について
　ア　「既存データベースとの関連」について
　(ｱ)　本願発明の「既存データベースとの関連」と引用例１記載の発明の「文字情
報の登録」とは，上記１(1)ウのとおり，本願発明における文字情報が既存データベ
ースに格納されていた情報であることを除き，入力装置を用いて入力し，記憶部に
登録して図形情報との対応付けをとるという点で一致する。そして，引用例１記載
の発明の文字情報も，「メモ情報」と記載されているように，利用者のデータベー
スとして登録することができるものであるから，引用例１記載の発明において，画
像上において指定された登録したい施設の座標情報を文字情報と対応して登録する
ときに，既存データベースに記憶されている文字情報を用いて，その文字情報を，
対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録するよう
にすることは，当業者が容易に考えるものであるといわなければならない。
　(ｲ)　原告は，引用例１記載の発明は，「入力した文字情報のみの関連付け」を対
象としているのに対し，本願発明は，入力した文字情報の関連付けのみならず，
「データベースとの関連付け」を対象としていると主張する。しかし，本願発明が
「データベースとの関連付け」をも対象としているものであるとしても，本願発明
における文字情報が既存データベースに格納されていた情報であるという点は，上
記１(1)ウのとおり，引用例１記載の発明との基本的な相違ではなく，本願発明の当
該構成は，以下に説示するとおり容易に想到し得るものであるから，原告の上記主
張は，失当である。

　イ　管理コードを用いてデータの対応付けをとることについて
　(ｱ)　乙１ないし４には，次の記載がある。
　ａ　特開平６－２７４１０２号公報（乙１）の段落【００１３】には，「地図設
備図面情報管理処理方法」の発明に関し，「属性情報蓄積手段７に蓄積された当該
地物／設備の属性情報に付与された識別子（識別キー）から，座標データ蓄積手段
１０に蓄積された当該識別子に対応する代表座標点の座標データを検索し」と記載
され，図１には，属性情報蓄積手段７，座標データ蓄積手段１０が示されている。
　ｂ　特開平５－３１３５８０号公報（乙２）の段落【００３８】には，「ナビゲ
ーション装置およびこの装置のためのデータ入力制御方法」の発明に関し，「図９
を参照して説明すると，データ登録用メモリテーブルには，登録データごとに，入
力日付，名前，電話番号，登録マークデータおよびメモ内容記憶用エリアが備えら
れている。・・・登録データを入力日付，名前，電話番号または登録マークをイン
デックスとして検索することが可能となる。」と，段落【００３９】には，「図１
０の電話番号テーブルは，登録データに含まれる電話番号から対応の地図データを
呼出す場合に使用するためにテーブルである。」と記載され，図９にはデータ登録
用メモリテーブルが，図１０には電話番号テーブルが示されている。
　ｃ　実願平１－１００９８１号（実開平３－４２１８２号）の願書に添付された
明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（乙３）の１０，１１頁には，
「地図検索装置」の考案に関し，「第２図（Ａ）に示すような住所録データベース
がフロッピーディスクドライブ６のフロッピーディスクに記憶されているものとす
る。ユーザは，キーボード３を用いて目的の氏名あるいは目的地の名称を入力し，
ＣＰＵ１はこれに基づいて第２図（Ａ）のフィールドｆ２を参照し，そのレコード
に対応するフィールドｆ３の住所漢字コードを取得する。次に，ステップＳ２では
ステップＳ１で得た住所漢字コードをキーとしてＣＤＲＯＭ７に格納された第２図
（Ｂ）のテーブルを参照する。ここでは，ステップＳ１で得た住所漢字コードを第
２図（Ｂ）のフィールドＦ２から検索する。目的の住所漢字コードを第２図（Ｂ）
のテーブルから検索すると，・・・ページの地図の画像をディスプレイ２に出力
し，表示させる。さらに，ステップＳ４ではステップＳ３で検索されたレコードの
ＸＹ座標を用いて表示中の地図の画像中の対応するＸＹ座標を強調表示する。」と
記載され，第２図（Ａ），（Ｂ）にはデータの構成が示されている。
　ｄ　特開平２－２０５９８２号公報（乙４）の５頁左下欄９行ないし右下欄４行



には，「画像処理装置」の発明に関し，「こうして得た識別コード７１及び属性デ
ータ７２は対となって１つのレコード７０を構成し，当該画像を指標するものとし
てインデックスファイル７に登録される。第３図（Ｂ）は実施例のイメージファイ
ル８のデータ記憶構造を示す図である。図において，７１はインデックスファイル
７に対応する識別コードであり，８０は原画像データを選択された画像圧縮器によ
ってデータ圧縮した画像データである。これらの識別コード７１及び画像データ８
０は対となって当該画像データを指標するデータファイル８２を形成する。」と記
載され，第３図（Ａ），（Ｂ）にはデータ記憶構造が示されている。
　(ｲ)　これらの記載によれば，乙１ないし４の「識別子」，「電話番号」，「住所
漢字コード」及び「識別コード」は，本願発明の「管理コード」に相当するから，
本願発明の出願当時，管理コードを用いてデータの対応付けをとることは周知の事
項であったということができる。そうであれば，引用例１記載の発明において，画
像上において指定された登録したい施設の座標情報を文字情報と対応して登録する
ときに，既存データベースに記憶されている文字情報を用いて，その文字情報を，
対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録するよう
にすることは当業者が容易に考えるものであるといわなければならない（なお，原
告は，本願発明における管理コードの連携の対象は領域であるのに，乙１ないし４
には，領域を連携させるものは開示されていないと主張するが，上記(2)のとおり，
本願発明は，「対象物の場所」として，広がりを有する「領域」に限定されるもの
ではないから，原告の上記主張は，その前提を欠くものである。）。
　(ｳ)　原告は，本願発明は，対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードを
用いて文字情報との対応付けを行っているが，引用例１には，そのような管理コー
ドは開示されておらず，記号が示されているのみであると主張する。
　しかし，管理コードを用いてデータの対応付けをとることは，上記(ｲ)のとおり，
情報処理の分野における周知の事項であり，引用例１に管理コードが開示されてい
ないとしても，引用例１記載の発明において，画像上において指定された登録した
い施設の座標情報を文字情報と対応して登録するときに，既存データベースに記憶
されている文字情報を用いて，その文字情報を，対象物の座標情報に対応させて付
与した管理コードにより対応付けて登録するようにすることは当業者が容易に考え
るものである。
　ウ　したがって，審決の判断に誤りはなく，相違点３に係る取消事由２は，理由
がない。

　(4)　相違点４について
　ア　特開平６－２５０５８６号公報（乙６）には，車載用ナビゲーション装置に
おいて，文字情報記憶部に記憶された施設名，交差点名，地名などを記憶部から読
み出して画面上に表示することが記載され，特開平５－１９７３３８号公報（乙
８）には，自動車用ナビゲーションシステムの交差点表示方法において，必要交差
点情報を読み出して表示装置上で道路地図上の所要交差点位置にその交差点名を表
示することが記載され，特開平５－１０８００７号公報（乙９）には，ナビゲーシ
ョン装置において，地点の付加情報として記憶した文字情報をユーザ用メモリから
読み出してディスプレイ上に表示することが記載されている。これらの記載によれ
ば，ディスプレイに表示された地図上に施設の名前等の文字情報を表示すること
は，審決が認定するとおり，周知の事項であると認められる。
　そうであれば，引用例１記載の発明において，記号に代えて，登録施設の文字情
報を表示することは，当業者が容易に想到し得るものであるといわなければならな
い。
　イ　原告は，引用例１記載の発明は，地図上に登録施設の記号を表示するのみ
で，文字情報を表示するようにはなっていないのに対し，本願発明は，登録された
文字情報を画像部と関連付けて合成して表示するが，その文字情報は，第３工程で
登録された既存データベースからの文字情報であり，記号を単に文字に変換したよ
うな文字情報とは異なると主張する。しかし，本願発明において，第４工程で，図
形情報と対応付けられて表示される文字情報は，「登録された文字情報」であると
ころ，この文字情報が既存データベースから登録されたものであるかどうかは，表
示を行う第４工程に限ってみれば，何ら技術的意味を持たないから，原告の上記主
張は，失当である。
　また，原告は，引用例１記載の発明は，登録対象が点であるから，地図の位置を
即座に判断することができるのに対し，本願発明は，登録対象が領域（空間デー



タ）であるから，文字列→管理コード→座標情報アドレス→座標情報という処理経
路を通り，関連付けられた文字列の場所を判断する必要があると主張する。しか
し，上記(2)のとおり，本願発明は，「対象物の場所」として，広がりを有する「領
域」に限定されるものではないから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであ
る。
　ウ　したがって，審決の判断に誤りはなく，相違点４に係る取消事由２は，理由
がない。

　(5)　相違点５について
　ア　本願発明と引用例１に記載された発明とは，上記１(2)に判示したように，い
ずれも，第１ないし第４工程を有するものであるから，そうであれば，引用例１に
記載された発明が文字情報と画像情報の合成方法を開示していることは明らかであ
る。
　イ　原告は，引用例１の図２に示されているフローチャートは，その目的達成の
ための方法（地図表示画面の切替え）を示しているにすぎず，本願発明に関連する
第１ないし第４工程を示しているものではないと主張するが，引用例１に記載され
た発明は，上記のとおり，文字情報と画像情報の合成方法を開示しているものであ
る。
　また，原告は，本願発明の文字情報は，既存データベースに記憶されたもので，
引用例１記載の発明に示される手法で入力された文字情報ではないし，本願発明の
ように領域（空間データ）に登録するのは，引用例１記載の発明のように地図の位
置に点で登録するのに比べ，技術的にみて，はるかに困難であると主張する。しか
し，本願発明における文字情報が既存データベースに格納されていた情報であると
いう点は，上記１(1)ウのとおり，引用例１記載の発明との基本的な相違ではない
し，本願発明は，上記(2)のとおり，「対象物の場所」として，広がりを有する「領
域」に限定されるものではない。
　さらに，原告は，特許法は，「物」の発明と「方法」の発明を明確に区別してお
り，単なる表現上の問題にすぎないとする根拠はないと主張する。しかし，引用例
１は，上記のとおり，文字情報と画像情報の合成方法を開示しているのであって，
審決は，このことを前提として判断しているのである。
　ウ　したがって，審決の判断に誤りはなく，相違点５に係る取消事由２は，理由
がない。

第５　結論
　以上のとおりであって，原告の主張する審決取消事由は理由がないから，原告の
請求は棄却されるべきである。
　　　　知的財産高等裁判所第４部

　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩　　　月　　　秀　　　平

　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
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